
る…

ペ
ッ
ト
等
の
名
前
を
合
い

言
葉
に

　

②｢

電
話
番
号
が
変
わ
っ
た｣

と
知
ら
せ
て
き
た
ら
、
必
ず
以

前
の
番
号
に
連
絡
す
る…

携
帯

電
話
会
社
が
変
わ
っ
て
も
番
号

は
変
わ
ら
ず
に
使
え
る
制
度
が

あ
り
ま
す
（
番
号
ポ
ー
タ
ビ
リ

テ
ィ
制
度
）

　

③
心
構
え
を
持
つ…

自
分
に

も
必
ず
振
り
込
め
詐
欺
の
電
話

が
か
か
っ
て
く
る
と
い
う
心
構

え
を
持
っ
て
く
だ
さ
い

　

④｢

Ａ
Ｔ
Ｍ
に
行
け｣

は
100

％
詐
欺
と
知
っ
て
お
く…

税
金

等
の
還
付
金
で
、「
Ａ
Ｔ
Ｍ
に

行
け
」は
、
100
％
詐
欺
で
す
。税

務
署
等
が
携
帯
電
話
を
持
っ
て

Ａ
Ｔ
Ｍ
に
行
く
よ
う
指
示
す
る

こ
と
は
、絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

◆
新
た
な
手
口
に
も
気
を
つ
け
て

　

○
警
察
官
や
金
融
機
関
の
職

員
等
を
名
乗
っ
て｢

あ
な
た

の
口
座
が
犯
罪
に
使
わ
れ
て
い

る｣

、｢

直
ち
に
凍
結
す
る
必
要

が
あ
る｣

な
ど
と
電
話
し
た
後

で
直
接
訪
問
し
、
暗
証
番
号
を

聞
き
出
し
た
上
で
、
キ
ャ
ッ
シ

ュ
カ
ー
ド
を
だ
ま
し
取
り
、
現

金
を
引
き
出
す

　

○
現
金
を
専
用
封
筒
に
入
れ

る「
エ
ク
ス
パ
ッ
ク
」と
い
う
送

金
方
法
を
指
定
す
る
。

　

振
り
込
め
詐
欺
と
思
わ
れ
る

電
話
が
か
か
っ
て
き
た
ら
、
家

族
や
周
り
の
方
に
相
談
す
る
か

警
察
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

　

問　

海
老
名
警
察
署（
☎
232･

０
１
１
０
）、
市
民
安
全
課（
☎

235･

４
７
８
９
）。

　

市
教
育
委
員
会
で
は
、
海
老

名
市
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
運
営

協
議
会
委
員（
４
人
以
内
）を
募

ー
利
用
型
設
備
や
省
エ
ネ
ル
ギ

ー
型
施
設
を
扱
い
、
県
内
で
事

業
を
営
ん
で
い
る
方　

②
市
民

の
方（
団
体
を
含
む
）…

環
境
問

題
に
興
味
を
持
ち
、
市
内
で
省

エ
ネ
ル
ギ
ー
推
進
や
ご
み
減
量

な
ど
の
活
動
を
行
っ
て
い
る
方

　

▽
出
展
方
法　

出
展
者
説
明

会（
日
程
は
左
表
）に
参
加
し
た

方
に
応
募
用
紙
を
配
布
し
ま

す
。な
お
、
展
示
期
間
、
ス
ペ
ー

ス
等
詳
細
は
同
説
明
会
で
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

　

■申　

出
展
希
望
の
方
は
、
４

月
10
日
金
ま
で
に
直
接
ま
た

は
電
話
で
、
氏
名･

電
話
番
号･

出
展
内
容
と
説
明
会
の
参
加
希

望
回
を
環
境
保
全
課
へ
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

　

問　

同
課
（
☎
235･

４
９
１

２
）。

　

市
で
は
、
平
成
21
年
度
市
政

コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
を
募
集
し
ま

す
。市
政
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
は
、

　
〈
７
面
上
に
続
く
〉

　
　

　

市
で
は
、
市
街
化
調
整
区
域

の
う
ち
、
相
当
期
間
下
水
道
整

備
が
見
込
ま
れ
な
い
区
域
で
、

専
用
住
宅
に
合
併
処
理
浄
化
槽

（
10
人
槽
以
下
）を
設
置
す
る
方

に
、
費
用
の
一
部
を
補
助
し
て

い
ま
す
が
、
４
月
１
日
以
降
の

設
置
の
う
ち
、
浄
化
槽
法
で
義

務
化
さ
れ
た
家
屋
の
新
築
等
に

伴
う
新
規
設
置
は
、
県
補
助
金

の
交
付
が
な
く
な
る
た
め
、
補

助
限
度
額
が
減
額
と
な
り
ま

す
。

　

詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

　

問　

環
境
保
全
課（
☎
235･

４

９
１
２
）。

　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
と

国
民
健
康
保
険
税
を
年
金
か
ら

天
引
き（
特
別
徴
収
）し
て
い
る

方
は
、原
則
ど
な
た
で
も
、納
付

方
法
を
口
座
振
替
に
変
更
で
き

ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
、
口
座
振
替
に
変

更
で
き
る
の
は
、
本
人
ま
た
は

連
帯
納
付
義
務
者
（
世
帯
主
ま

た
は
配
偶
者
）
の
口
座
の
み
で

し
た
が
、今
年
１
月
か
ら
、市
が

認
め
た
場
合
は
、
ど
な
た
の
口

座
か
ら
で
も
振
り
替
え
が
可
能

に
な
り
ま
し
た
。

手
続
き
は
３
月
31
日
ま
で
に

　

６
月
か
ら
の
年
金
天
引
き
中

止
を
希
望
す
る
方
は
、
３
月
31

日
火
ま
で
に
、
保
険
年
金
課
で

口
座
振
替
へ
の
変
更
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。４
月
以
降
に

手
続
き
し
た
場
合
は
、
８
月
以

降
の
年
金
天
引
き
が
中
止
と
な

り
ま
す
。

　

※

以
前
に
口
座
振
替
変
更
の

手
続
き
を
し
て
い
る
方
、
年
金

天
引
き
を
継
続
す
る
方
は
、
新

た
に
手
続
き
す
る
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　

▽
持
ち
物　

引
き
落
と
し
口

座
の
金
融
機
関
届
け
出
印
・
通

帳
・
保
険
証
。

　

※

後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
・
国
民
健
康
保
険
税
を
年
金

天
引
き
で
納
付
し
て
い
る
方

は
、ご
本
人
分
の
み
、社
会
保
険

控
料
控
除
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

　

問　

保
険
年
金
課
（
国
保
担

当
☎
235
・
４
５
９
４
、
高
齢
者

医
療
担
当
☎
235
・
４
５
９
５
）。

　

今
年
４
月
に
小･

中
学
校
へ

入
学
す
る
お
子
さ
ん
を
お
持
ち

の
方
で
、次
に
該
当
す
る
方
は
、

学
校
教
育
課
へ
の
届
け
出
が
必

要
で
す
。

　

①
国
立
、私
立
小･

中
学
校
へ

入
学
が
決
定
し
た
方（
印
鑑
と
、

入
学
す
る
学
校
の
承
諾
書
を
持

参
し
て
く
だ
さ
い
）

　

②
転
入･

転
居
な
ど
で
入
学

指
定
校
が
変
更
に
な
り
、
新
し

い
学
校
の
指
定
を
ま
だ
受
け
て

い
な
い
方

　

③
外
国
人
の
方
で
、
就
学
を

希
望
す
る
方
（
印
鑑
と
お
子
さ

ん
の
外
国
人
登
録
証
を
持
参
し

て
く
だ
さ
い
）。

　

問　

学
校
教
育
課（
☎
235･

４

９
１
８
）。

　

４
月
１
日
は
、
軽
自
動
車
税

の
課
税
基
準
日
で
す
。軽
自
動

車
・
オ
ー
ト
バ
イ
の
届
け
出
は
、

４
月
１
日
水
ま
で
に
必
ず
済

ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

　

届
け
出
を
し
な
い
ま
ま
次
の

よ
う
な
状
態
に
な
っ
て
い
ま
せ

ん
か
。

　

◇
他
人
に
譲
っ
た
、
あ
る
い

は
盗
難
や
紛
失
で
手
元
に
な
い

　

◇
警
察
に
は「
盗
難
届
」を
出

し
た
が
、
市
役
所
に
は
届
け
出

を
し
て
い
な
い

　

◇
故
障
な
ど
で
、
も
う
乗
れ

そ
う
に
な
い

　

こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
に
該
当

す
る
場
合
は
、
す
ぐ
に
廃
車
の

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
（
左

表
）。手
続
き
を
し
な
い
と
、
そ

の
後
も
税
金
が
か
か
り
ま
す
。

　

ま
た
、
ほ
か
の
市
町
村
の
ナ

ン
バ
ー
を
付
け
た
ま
ま
転
入
し

て
き
た
方
も
、
変
更
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
納
税
通
知
書
は
５
月

上
旬
に
発
送
し
ま
す
。

　

問　

市
民
税
課
（
☎
235
・
８

５
９
３
）。

　

市
教
育
委
員
会
で
は
、
経
済

的
な
理
由
で
、お
子
さ
ん
を
小･

中
学
校
へ
就
学
さ
せ
る
の
に
お

困
り
の
方
に
対
し
て
、
学
用
品

費
や
給
食
費
な
ど
の
一
部
を
援

助
し
て
い
ま
す
。給
付
額
は
、国

の
基
準
に
基
づ
き
決
定
し
て
い

ま
す
。

　

申
請
は
通
学
し
て
い
る
小･

中
学
校
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
現
在
認
定
を
受
け
て
い

る
方
も
、
４
月
か
ら
給
付
を
受

け
る
た
め
に
は
再
申
請
が
必
要

で
す
。

　

問　

学
校
教
育
課（
☎
235･

４

９
１
８
）。

　

市
で
は
、
地
域
の
清
掃
や
不

法
投
棄
防
止
の
パ
ト
ロ
ー
ル
な

ど
、
き
れ
い
な
ま
ち
づ
く
り
事

業
を
推
進
す
る
団
体
活
動
に
奨

励
金（
月
３
０
０
０
円
）を
交
付

し
て
い
ま
す
。

　

今
年
度
登
録
し
て
い
る
団
体

へ
は
登
録
更
新
の
申
請
書
類
を

送
付
し
ま
す
の
で
、
３
月
31
日

火
ま
で
に
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。な
お
、新
規
登
録
は
随
時

受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　

問　

資
源
対
策
課（
☎
235･

４

９
２
３
）。

　

市
で
は
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
の

向
上
、利
用
者
の
拡
大
、円
滑
で

効
率
的
な
運
営
を
行
う
た
め
、

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
の
運
営
を

次
の
と
お
り
指
定
管
理
者
に
委

託
し
ま
す
。

　

▽
指
定
管
理
者
名　

㈳
海
老

名
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

　

▽
指
定
期
間　

３
年
（
４
月

１
日
〜
平
成
24
年
３
月
31
日
）。

　

問　

資
源
対
策
課（
☎
235･

４

９
２
３
）。

　

市
内
で
は
、
振
り
込
め
詐
欺

犯
人
グ
ル
ー
プ
か
ら
の
電
話

等
が
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。昨
年

中
の
市
内
の
振
り
込
め
詐
欺

発
生
件
数
は
29
件
で
、
被
害
額

は
約
５
０
８
０
万
円
に
上
り

ま
す
。

◆
被
害
に
遭
わ
な
い
４
点
実
践
を

　

①
家
族
で
合
い
言
葉
を
決
め

集
し
ま
す
。

　

こ
の
協
議
会
は
、教
育
長
、小

中
学
校
の
校
長
・
Ｐ
Ｔ
Ａ
の
代

表
、
学
識
経
験
者
な
ど
15
人
以

内
で
構
成
さ
れ
、
給
食
の
実
施

計
画
や
給
食
物
資･

用
品
の
購

入
計
画
な
ど
に
つ
い
て
協
議
を

行
う
も
の
で
、
年
２
回
程
度
開

催
し
て
い
ま
す
。

　

▽
任
期　

５
月
１
日
か
ら
平

成
23
年
４
月
30
日
ま
で
（
２
年

間
）　

▽
対
象　

市
内
在
住
の

20
歳
以
上
の
方
。

　

■申　

問　

応
募
用
紙
に
必
要

事
項
を
記
入
し
、
市
の
学
校
給

食
に
つ
い
て
の
考
え
方
や
あ
り

方
に
つ
い
て
800
字
以
内
に
ま
と

め
た
も
の
を
添
え
て
、
直
接
ま

た
は
郵
送･

フ
ァ
ク
ス
で
、〒
243

－

０
４
２
１
さ
つ
き
町
47
学

校
給
食
セ
ン
タ
ー（
☎
231･

２
１

５
０
、6
235･

０
６
２
０
）へ
。４

月
10
日
金
必
着
。

　

※

応
募
用
紙
は
、
同
セ
ン
タ

ー
・
南
部
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
・

市
役
所
に
あ
り
ま
す
（
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

も
可
）。

　

市
で
は
、
環
境
問
題
を
身
近

な
も
の
と
考
え
て
も
ら
う
た
め

｢

え
び
な
環
境
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ

ル｣

を
６
月
３
日
水
か
ら
21
日

日
ま
で
、
市
役
所
１
階
エ
ン
ト

ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
ほ
か
で
開
催
し

ま
す
。

　

開
催
に
当
た
り
、
環
境
に
優

し
い
製
品
や
活
動
を
紹
介
す
る

展
示
部
門
（
旧｢

え
び
な
環
境

展｣

）の
出
展
者
を
次
の
と
お
り

募
集
し
ま
す
。

　

▽
対
象　

地
球
に
優
し
い
取

り
組
み
を
実
践
し
て
い
る
事
業

者
ま
た
は
市
民
の
方　

①
事
業

者
の
方…

太
陽
光
発
電
や
高
効

率
給
湯
器
等
の
自
然
エ
ネ
ル
ギ

●軽自動車変更等の手続き先

1.原動機付き自転車および小型特殊自動車の場合…海老名市役所市民税課

届　出　名 持　ち　物事　　　由
廃棄・処分をするとき
市外へ住所を変えるとき
市外の人に車両を譲るとき

●印鑑
●標識交付証明書
●ナンバープレート

廃車届

盗難に遭ったとき
●印鑑
●盗難届の届出日と受理番号
●標識交付証明書

廃車届

市内の人に車両を譲るとき
●新、旧所有者の印鑑（または旧所有者から
　の譲渡証明書と新所有者の印鑑）
●標識交付証明書

名義変更届

2.軽自動車および二輪の小型自動車の場合…以下の事務所にお問い合わせください

名　　　称 所在地　・　電話番号車　　　種
三輪 ・ 四輪の軽自動車
（貨物・乗用660cc以下のもの）
二輪の軽自動車
（125cc超～250cc以下）

愛川町中津字桜台4071-5
（三輪・四輪）☎284・4550
（二輪）☎285・1888

軽自動車検査協会
神奈川事務所
相模支所

二輪の小型自動車（250cc超） 愛川町中津字桜台7181
☎050・5540・2037

相模自動車検査
登録事務所

●
合
併
処
理
浄
化
槽
の
設
置
に
係
る

　

補
助
限
度
額
を
見
直
し

●
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

　

国
民
健
康
保
険
税

　

口
座
振
替
に
変
更
で
き
ま
す

●
就
学
手
続
き
は
お
済
み
で
す
か

●
就
学
援
助
制
度
の
お
知
ら
せ

●
軽
自
動
車
税
変
更
の
届
け
出

　

４
月
１
日
水
ま
で
に
手
続
き
を

●
き
れ
い
な
ま
ち
づ
く
り
事
業

　

更
新
手
続
き
の
お
知
ら
せ

●
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
運
営
の

　

指
定
管
理
者
決
定

●
振
り
込
め
詐
欺
に
ご
注
意

●
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

　

運
営
協
議
会
市
民
委
員

◇
環
境
基
金
へ

　

▽
５
万
円
＝
㈳
神
奈
川

県
宅
地
建
物
取
引
業
協
会

県
央
東
支
部
支
部
長･

今
井

茂
夫

◇
図
書
館
事
業
へ

　

▽
拡
大
読
書
器
＝
伊
東

和
子

広 報 え び な

■（＝問い合わせ先）の電話番号は各部署への直通電話の番号です問
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●出展者説明会日程

第2回

第1回

第3回

4月23日木
　14時～15時

4月22日水
　14時～15時

4月23日木
　19時～20時

※会場はいずれも市役所701
　会議室

●
え
び
な
環
境
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

　

展
示
部
門
の
出
展
者

●
平
成
21
年
度
市
政
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー

　

〜
あ
な
た
の
声
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
〜


